入居のしおり
（１）入居資格要件　　　　　　　
農家用貸付住宅（以下　住宅という。）に入居可能な方は次の要件の方です。

１．原則として市外新規就農入植者及び入植希望者で、適切な住居を有しない方

２．同居又は同居しようとする親族あるいは共同経営者があること
３．連帯保証人が２人以上あること
4． 入居前、直近の住所地において住民税を滞納していないこと
（２）入居申請から入居までの手続き
1 申請

入居資格を有し、住宅への入居を希望される方は、次の１から５までの書類を添付し京丹後市役所農業振興課に提出してください。
１．入居申込書
２．同居親族がある場合は住民票の謄本を１通
　　共同経営者がある場合は、それぞれの住民票の抄本を１通
３．入居希望者の直近１年間の収入を証する書類を１通
４．同居者が入居希望者と同一世帯でないとき、入居希望者の親族あるいは婚姻の予定者及び共同経営者であることを証明する書類を１通
５．その他市長が必要と認める書類
2 決定通知

入居申請者に入居日を指定し入居決定通知書を交付します。　
　　※入居決定の取り消し

　　　市長が指定した入居期日までに入居手続き（請書の提出・敷金の納付）が行われ
　　　ない場合は、貸付住宅入居の決定を取り消すことがあります。
3 契約
入居決定通知書を受けた入居者は、指定した入居日までに請書を２部提出してください。京丹後市と入居者が各々1部を保管します。請書の記入については以下のことに注意してください。

4 敷金の納付

請書提出時に家賃（住宅使用料）の３ヶ月に相当する敷金を納めていただきます。敷
金は退去されるときに全額返金しますが、未納の家賃や使用者の責による修繕費用等が必要な場合は、それらの経費を差し引いた額の敷金をお返しします。
5 住宅の鍵の引渡し
　　敷金の納付後、貸付住宅の鍵を引き渡します。

6 家賃の支払い

　　家賃は、９月・３月の月末を支払期日とし、納入通知書は支払期日の前１０日前後に送付します。

※現金で納入される場合は、市民局で支払い期日までに納入してください。
※納付通知書で納入される場合は、納付通知書に記載されている取り扱い金融機
関で支払い期日までに納入してください。
（３）入居中の手続きと注意
　　農家住宅は、市が建設した公共の財産であり、使用いただく住宅は大切に使用し、善良に管理していただくことが入居者の義務です。また入居者は申請者と申請時同居人となっていますので、次のことに注意をしてください。

1. 目的外使用

施設を住居及び農作業以外の目的に使用することは原則として認められません。やむを得ず目的外に使用する必要性が生じたときは申し出により市長の承認を受けてください。

2. 模様替え及び改造

住居の模様替えや、施設の増改築をすることは原則として認められません。やむを得ない場合は模様替え・改造承認申請書を提出し、市長の承認後、模様替えや増改築に着手してください。

3. 入居者の異動等
入居の申請を行ったときの申請者及び同居人以外の方が入居される場合、あるいは入居者の異動がある場合は申し出により市長の承認を受けてください。
4. 保証人の変更等

請書に係る連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書を提出し、市長の承認を受けてください。

5. 家賃減免・猶予

申請者及び同居人の事故・疾病等、あるいは気象災害による農業収入の著しい減収・損害等特別の事情が生じた場合、家賃の減免・徴収の猶予を受けようとするときは、家賃減免申請書または家賃徴収猶予申請書を提出し、市長の承認を受けてください。

6. 入居者からの明け渡し届出

　入居者は、農家用貸付住宅を明け渡そうとするときは１ヶ月前までに明渡届を提出し次の手続きを終えた後、市の検査を受けてください。
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7. 京丹後市からの明け渡し請求

　入居者からの明け渡しの届け出があった場合の他、入居者が次のいずれかに該当する場合は、市長が明け渡しを請求することがあります。

〇特別の理由なく、家賃を指定の期日（９月・３月末）から３ヶ月以上滞納したとき。

〇入居者の管理義務等に著しい違反があり、明け渡しを請求することが妥当であると
認められるとき。

〇農業を廃業するとき及び就農する予定が消滅したとき。
（４）施設設備
1. 鍵
　農家用貸付住宅の鍵は２個お渡ししますので大切に保管してください。万が一なくされた場合は、錠も鍵も入居者の負担で取り替えていただくことになります。
2. 電気設備
電気関係は、関西電力株式会社に所定の手続きをし、屋内電灯分電盤内のブレーカーを「入」にしていただくと電気が通じます。

3. 上下水道設備
水道及び下水は市民局で所定の手続きをし、屋内の漏水があった場合は速やかに京丹後市役所農業振興課までご連絡ください。なおトイレや流し台の排水口が詰まる原因となるゴミ等は流さないでください。
4. ガス設備
和田野集落は、ガス基地からの地下集中配管となっていますので、京都農業協同組合で所定の手続きをしてください。

5. 火災保険・消火設備
　火災保険は京丹後市が加入し万が一の場合に備えますが、入居者の責による場合は入居者により損害を補償していただくことになります。

台所など火気を取り扱う場所には、必ず家庭用（６型又は10型）の消火器を備えてください。耐用年数を確かめて随時取り替えてください。
（５）使用中の住宅修繕の負担
1. 京丹後市が負担して修繕するもの

　次の修繕が必要と思われたら京丹後市役所農業振興課までご連絡ください。

· 壁・土台・柱・はり・屋根・階段等住宅の主要部分。

· 給水設備（上下水配管）・電気設備（器具・スイッチ類を除く）・ガス配管設備

2. 入居者の負担で修繕していただくもの

　次の修繕についてはその都度入居者において業者に依頼してください。主には次のようなものがあります。

· 畳の表替え・裏返し及び修理

· 建具及びその付属物の修繕、ふすまの張替、ガラス破損の補修

· 鍵・錠の破損や紛失による取替

· その他入居者の負担によることが適当であると認められるもの

· 市負担部分でも入居者の責任によって生じたものの修繕
（６）その他留意事項
1. 区組織

京丹後市には自治区や隣組の組織があります。
2. 農作業
貸付住宅付近には非農家も混在しています。騒音や粉塵の出る作業の場合は、隣近所の方に作業前に了解を得るなど、トラブルのないように配慮してください。

3. 居室の維持管理

住宅は必要に応じて換気のため開閉し、押入れや物入れなどの換気や家具を壁から離して置くなど通風に気をつけてください。
4. 環境
敷地内や住宅付近あるいは道路や排水溝は、常に除草・清掃を励行し、また草花を植えるなど環境に配慮してください。

5. 動物

犬・猫・鳩等、他人への影響を与えると思われる動物の飼育は、迷惑にならないよう十分配慮してください。

6. 駐車

農作業車庫・農機具庫・作業庫としてのスペースは設けてありますが自家用車庫としてはありません。敷地内に駐車スペースがとれない場合は、他人の迷惑にならないよう他の場所に駐車場所を確保し、道路には駐車しないようにしてください。

7. ゴミ

集落ごとに不燃ゴミ・可燃ゴミ・資源ゴミ等の収集日が決まっていますので、市の指定ゴミ袋を使用して定められたゴミステーションに出し、敷地内でのゴミの野焼きや処理は絶対にしないでください。
（７）申請書類等について
　申請書類は農業振興課にあります。募集期日までに京丹後市役所農業振興課に提出し市長の承認を受けてください。


連帯保証人


請書に連署される２名の連帯保証人は、独立した生計を営み京丹後市内に住所を有し、京丹後市弥栄農家用貸付住宅施設条例及び規則について入居者と連帯して責任を負うことになります。ただし、市外に住所を有する者であっても、市長が認める特別な事情がある場合は連帯保証人となり得ます。


　請書の連帯保証人の押印は、印鑑証明書の印と同じものを押印してください。


・添付書類等


１．連帯保証人の印鑑証明書（市町村発行）


２．連帯保証人の収入を証明する書類（源泉徴収票・所得証明書等）





〇入居者が模様替え、改築、増築、設置したものなどは原則、原状回復してください。


〇畳の表替えにかかる費用及び器具・建具等の修繕が必要な場合は、入居者が費用を負担してください。


〇上下水道、電気、ガス、ケーブルテレビ等の停止手続きをしておいてください。





問い合わせ及び連絡先


京丹後市大宮町口大野226番地


京丹後市役所農業振興課


電話：0772-69-0410
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